
新潟県里親会（萌木の会）会則 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この会は、新潟県里親会（以下「本会」という。）という。 

２ 本会の通称を萌木の会とする。 

（事務所） 

第２条 本会の事務所は、会⾧の住所地におく。 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 本会は、会員の相互扶助と支援、児童養育者としての資質向上及び里親制度の普

及啓発を図り、もって児童福祉事業の推進に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）児童福祉の向上を図る事業 

（２）会員の児童養育者としての資質向上のための研修等の開催 

（３）会員の相互扶助と支援 

（４）里親制度の普及啓発に関する事業 

（５）社会福祉関係機関及び団体との連絡協調 

（６）その他目的達成に必要な事業 

（見舞金等） 

第５条 第 4 条第 3 号に規定する事業として会員又は養育里子に本会名をもって、見舞金・

弔慰金（以下「見舞金等」という。）を贈る。 

２ 前項に規定する見舞金等の支給基準等は、別に定める。 

 

第３章 会員 

（種別） 

第６条 本会の会員は、次の２種類とする。 

（１）正会員 新潟県内に居住する養育里親・専門里親・親族里親・養子縁組里親の認定

を有する者 

（２）賛助会員 正会員以外であって会の趣旨に賛同する者 

（入会） 

第７条 本会に会員として入会するときは、別記様式１により、会⾧に届け出るものとす

る。 

２ 会⾧は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、書面をもって本人にその理



由を通知しなければならない。 

（会費） 

第８条 本会の会員は、第２３条に規定する会費を納入しなければならない。 

（会員の資格の喪失） 

第９条 会員は次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

（１）退会届を提出したとき。 

（２）会員が死亡したとき。 

（３）継続して２年以上会費を滞納したとき。 

（４）除名されたとき。 

（退会） 

第１０条 会員は、別記様式２を会⾧に提出して、任意に退会することができる。 

（除名） 

第１１条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の３分の２以上の同意に

より、これを除名することができる。 

（１）法令または会則等に違反したとき。 

（２）会員個人の私的流用に使用したとき。 

（３）本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。 

２ 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に、予めその旨を書面で

通知するとともに、除名の決議を行う理事会において、当該会員に弁明の機会を与えな

ければならない。 

（会員の個人情報の取扱いについて） 

第１２条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理につい

ては「個人情報取扱規則」に定め適正に運用するものとする。 

（登録情報の変更） 

第１３条 会員は、会員区分、住所、氏名、連絡先など登録した事項に変更のあるときは、

別記様式３により、会⾧へ届け出るものとする。 

 

第４章 役員 

（役員の種別及び定数） 

第１４条 本会に、次の役員を置く。 

（１）会⾧ １名 

（２）副会⾧ １名以上 

（３）理事 ７名以上 

（４）監事 ２名 

（役員の選任） 

第１５条 前条の役員は、理事会において正会員より選任する。 



２ 会⾧は、理事会にて選任する。 

３ 副会⾧、理事、監事は、会⾧が選任する。 

４ 監事は理事と兼ねることができない。 

（役員の職務） 

第１６条 役員の職務は、次のとおりとする。 

（１）会⾧は、この会を代表し、会務を総括する。 

（２）副会⾧は、会⾧を補佐して会務を掌握し、会⾧に事故あるときは、その職務を代行

する。 

（３）理事は、理事会を構成して会務を執行し、支部活動の中心となって活動する。 

（４）監事は、会務及び会計の監査を行う。また、理事会で意見を述べることができる。 

（役員の任期） 

第１７条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は任期満了後、新役員就任までの期間、その職務を代行する。 

（事務局） 

第１８条 本会に事務局を置き、会務及び会計の業務を処理する。 

２ 事務局は、会⾧、副会⾧で構成する。また、会⾧が必要と認めた場合は、理事の中か

ら事務局員を選任することができる。 

 

第５章 理事会 

（理事会の構成） 

第１９条 理事会は、理事をもって構成し、会⾧が議⾧となる。また、会⾧は議⾧を指名

できる。会⾧が必要と認めた場合は、理事以外の役員等に対し理事会への出席を求める

ことができる。 

２ 理事会は、会⾧が必要に応じてこれを招集する。また、役員の３分の１以上から要請

があったときは、会⾧は理事会を招集しなければならない。 

３ 理事会は、理事の３分の２以上の出席をもって開会する。ただし、出席できない場合

は、予め通知された事項について他の構成員にその権限を委任または紙面表決すること

ができる。 

４ 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数の場合は議⾧の決するとこ

ろによる。 

５ 理事会は次の事項を審議し、総会に諮る。 

（１）事業計画及び収支予算に関する事項 

（２）事業報告及び収支決算に関する事項 

（３）会則の制定及び改廃に関する事項 

（４）役員の変更に関する事項 



（５）その他会の運営に関する重要事項 

（理事会の議事録） 

第２０条 理事会の議事は、次の事項を記載して議事録を作成し、事務局で保管するもの

とする。 

（１）日時及び場所 

（２）理事総数、出席者数及び出席者氏名 

（３）決議事項 

（４）議事の経過、議決の結果 

 

第６章 総会 

（総会の種類・権能・開催・議決） 

第２１条 本会の総会は、最終議決機関である。 

２ 会⾧は、毎年１回通常総会を開催し、必要があるときは、臨時総会を招集できる。 

３ 総会は、出席会員のうちから議⾧を選任し、次の事項を審議し出席正会員の過半数の

賛成をもって議決する。可否同数の場合は議⾧の決するところによる。 

（１）事業計画及び収支予算に関する事項 

（２）事業報告及び収支決算に関する事項 

（３）会則の制定及び改廃に関する事項 

（４）役員の変更に関する事項 

（５）会員の除名に関する事項 

（６）その他会の運営に関する重要事項 

４ 総会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わること

ができない。 

 

第７章 資産・会計 

（経費） 

第２２条 本会の経費は、会費、補助金、配分金、寄付金をもってこれに充てる。 

（会費） 

第２３条 会員は、次の区分により会費を納入しなければならない。ただし、初年度の納

入を免除することができる。 

（１）正会員    年額  7,000 円（一世帯） 

（２）賛助会員   一口  1,000 円 

（会計の原則） 

第２４条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌３月３１日に終わる。 

２ 事務局は活動予算を作成し、理事会の決議を経なければならない。 

３ 事務局は活動決算書を作成し、財産目録など、監事の監査を受け、理事会において決



議を経なければならない。 

４本会の会計に関する書類は事務局で保管する。 

（拠出金品の不返還） 

第２５条 すでに納入した会費及び拠出金品は、返還しない。 

 

第８章 支部 

（支部） 

第２６条 本会に、次項に定める支部を設置する。 

２ 支部は次に定める会員をもって構成する。 

（１）新潟北支部 

中央児童相談所及び新発田児童相談所管内に居住する会員 

（２）新潟南支部 

⾧岡児童相談所、南魚沼児童相談所及び上越児童相談所管内に居住する会員 

（３）新潟支部 

新潟市児童相談所管内に居住する会員 

（支部による協力） 

第２７条 支部は、本会の事業について、支部内での実施にあたり、理事会の求めに応じ

て協力しなければならない。 

２ 支部は支部活動において、役員以外に支部役員を置くことができる。 

 

第９章 相談役 

第２８条 本会に、相談役を置くことができる。 

 

附 則 

１ この会則は令和４年７月１６日より施行する。 

２ 新潟県里親会会則は廃止する。 

 

附 則 

１ この会則は令和６年６月２２日より施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 

附 則 

１ この会則は令和７年６月１日より施行し、令和７年４月１日から適用する。 

  



新潟県里親会入会申込書及び個人情報取り扱い同意書 

新潟県里親会 会⾧あて 

 

里 親 登 録 日  令和   年   月   日 

（ふりがな） 
里 親 氏 名 １                 

（ふりがな） 
里 親 氏 名 ２                 

住 所  〒    －       

         新潟県                             

                                         

連 絡 先 ※「携帯（スマホ等）」欄は（  ）内に名前を記入） 

電 話 （ 自 宅 ） 有（       －       －       ） ・ 無 

携帯（スマホ等）１        －       －       （     ） 

携帯（スマホ等）２        －       －       （     ） 

メールアドレス                   ＠              

 

※□に✔を入れてください 

□以下に同意の上、私（たち）は新潟県里親会入会に同意します。 
（１）個人情報取扱規程を確認の上、個人情報の取り扱いに同意します。 

（２）入会申込書は、１回のご提出で在会中は有効とさせていただき、退会届の提出など

により会員資格を失うこととします。ただし、里親認定（登録）を解除しても自動

的に会員資格喪失とはなりませんので、退会届をご提出いただくか、登録情報変更

届により会員区分を賛助会員に変更願います。 

※当申込書は、県里親会事務局が厳重に管理するものとします。 

 

 

 

事務局 

使用欄 
□受付日    ．   ．    □支部（      ） □名簿処理 

 

別記様式１（第７条関係） 



退 会 届 出 書 

 

新潟県里親会 会⾧あて 

 

私（たち）は、一身上の都合により令和  年  月  日を以て新潟県里

親会を退会します。 

令和   年   月   日 

届出者氏名             

 

退会する人の氏名                 

                          

 

住 所  〒    －       

      新潟県                          

                                   

 

支部名（該当するところに○印を付けてください） 

所管児童相談所 支部名（該当支部名に○印） 

新潟市児童相談所 新潟支部 

中央児童相談所、新発田児童相談所 新潟北支部 

⾧岡児童相談所、上越児童相談所、南魚沼児童相談所 新潟南支部 

※当退会届出書は、県里親会事務局が厳重に管理するものとします。 

 
 

事務局 

使用欄 
□支部（      ） □名簿処理 

 

別記様式２（第１０条関係） 



登録情報変更届出書 

新潟県里親会 会⾧あて 

 

登録した情報に変更がありましたので、届出します。 

令和   年   月   日 

届出者氏名            

（変更した項目に☑を入れ、変更後の内容をご記入ください） 

□会員区分の変更 正会員→賛助会員（里親認定を解除した など） 

□婚姻等による氏名の変更                 

                             

□転居等による住所変更 〒    －       

                                   

                                   

□電話番号（自宅・携帯）の変更 

                                   

                                   

□メールアドレスの変更 

                                   

※当変更届出書は、県里親会事務局が厳重に管理するものとします。 

事務局使用欄 □支部：有（     支部→     支部）・無  □名簿処理 

 

別記様式３（第１３条関係） 


